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社会保障分野における全体評価①
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グラフ・表等

※財務省HPに基づき作成
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• 本格的な少子高齢化・人口減少に対応し、２０１９年度以降毎年、関連する法改正や診療報酬・介護報酬改定を含む制度改正を着実に実行してきたほ
か、「全世代型社会保障の構築」に向けた一連の制度改正を改革工程表２０２３に位置付けた。こうした取組を通じて、医療福祉サービス改革、予防・健
康づくりの推進、多様な就労・社会参加、給付と負担の見直しなど各改革に関する合計７４項目について、改革工程表に基づき改革の着実な推進が図られ
てきた。

社会保障



■多分野にまたがる３つのテーマと提示した目指す姿

社会保障分野における全体評価②
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生涯現役社会の実現に向けた働き方に中立な社会保障制度、
予防・健康づくり

効果的・効率的で質の高い医療介護サービス提供体制の
構築

医薬品をめぐるイノベーション推進と国民皆保険の
持続可能性の両立

※経済・財政一体改革工程表ポイント資料より

• 改革工程表２０２２からは新たに「医療ＤＸ」に関するアンブレラを創設し、さらに同２０２３ではＩＣＴ・ロボット等の新技術の活用に関する項目を拡充
するなど、人口減少社会を見据えた新たなテーマについても積極的に取り組んできた。また、改革工程表２０２３において、多分野にまたがる３つのテーマにつ
いて、国民にわかりやい形で資料を取りまとめるなどの情報提供の工夫を行ったことなどは一定の評価ができる。

社会保障



社会保障分野における全体評価③

グラフ・表等

※医療費の地域差半減や地域医療構想の実現については、P25の図参照

※財務省、内閣官房HPに基づき作成

• 「歳出改革」という視点では、２０１９年度から２０２３年度までに、社会保障分野において国費ベースで約０．８兆円の削減を実現したほか、全世代型
社会保障の改革工程（令和５年１２月閣議決定）に、これまでの経済財政一体改革における議論等を踏まえた改革項目を盛り込むなど、２０２８年
までの歳出改革の道筋を具体化するなどの成果も認められる。

• 一方、医療費の地域差半減や地域医療構想の実現など、改革の進捗について課題がみられる事項も存在する。これらについては、進捗がみられない原因等
を分析し、その結果を踏まえ課題解決に向けた対応策を経済財政諮問会議で議論した上で、本年夏の骨太方針において対応の方向性を示すべきである。
また、国民健康保険制度における普通調整交付金については、保険者努力支援制度の活用など一定の進捗はみられるものの、更なる医療費適正化等に向
けた論点や改善点を整理し、議論を深めるべきである。地域医療構想や医療費地域差半減の推進役を果たすべき都道府県に対するインセンティブの在り方
についても検討を深めるべきである。また、経済・財政一体改革推進委員会としても、こうした検討や議論の状況、進捗を把握し、改革の推進を図っていく。

社会保障
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取組の進捗評価
【医療・介護DX】
• 2023年６月に「医療DXの推進に関する工程表」を策定。これに基づき、マイナンバーカードと健康保険証の一体化の加速等に向けて、オンライン資格確認

の原則義務化、2024年12月からの健康保険証の発行終了・マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行などを推進。2024年１月時点で、96.4%の保険
医療機関等においてオンライン資格確認を導入。（目標：導入義務のあるすべての医療機関）。また、全国医療情報プラットフォームの創設、電子カルテの
標準化、電子処方箋の普及拡大、診療報酬改定DX、医療等情報の二次利用等に向けた取組を進めている。

【介護の生産性向上等】
• 2021年度介護報酬改定及び2024年度介護報酬改定等において、テクノロジーの活用等を通じた業務負担軽減の推進など生産性向上、科学的介護

情報システム（LIFE）を活用した科学的介護、介護保険業務のデジタル化を推進。介護福祉施設等に占めるロボット・センサーの導入施設数の割合は
2022年11月時点で24.9％（目標：2021年度（16.6%）以降上昇）であり、目標を達成。

【タスク・シフト／シェア】
• 看護師の特定行為研修制度を推進。特定行為研修を修了し医療機関に就業する看護師数は、目標7,000名（2023年度）に対し、5,850名（2022

年度）である（修了者数は2023年９月現在8,820名)。2024年度診療報酬改定において医師事務作業補助体制加算の見直しを実施。引き続き、こ
れまでの制度改正の活用も含めたタスク・シフト／シェアの推進。

【多剤投与の適正化】
• 2022年度診療報酬改定及び2024年度診療報酬改定において、医師・病院薬剤師や薬局薬剤師の協働による適正使用の評価を見直し。また、高齢

者医薬品適正使用検討会の検討を踏まえて、2021年３月に高齢者のポリファーマシー対策に関する業務手順書を作成し病院等に周知。さらに当該手順
書等の見直しを検討し病院や地域における取組を推進するとともに、保険者インセンティブにおいて適正服薬を促す取組を実施。

医療介護のサービス改革・DX等の推進①

【介護の生産性向上】
＜介護福祉施設等に占めるロボット・センサーの導入施設数の割合＞

※地域医療介護総合確保基金による支援を受けたもの
＜ロボット・センサーの例＞

16.6%

21.9%
24.9%

2021 22 23

社会保障

※厚生労働省HPより

非装着型離床アシスト

排泄支援

見守りセンサー

※内閣府ＨＰに基づき作成
23
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医療介護のサービス改革・DX等の推進②
取組の進捗評価
【国民健康保険の保険者インセンティブ・国保財政の健全化】
• 2018年から保険者努力支援制度を実施中。国保財政の健全化について、法定外繰入れの実施自治体など減少。法定外繰入等の額は2020年度決算
より減少（674億円、2021年度）し、目標を達成（目標：2020年度決算の767億円より減少）。一方で、新型コロナウイルス感染拡大などにより市町
村の保険料改定が遅れていることから、法定外繰入を行っている市町村数は2021年度で238市町村であり、目標（2023年度で100市町村）に達し
ない見込み。保険料水準の統一の目標年度を定めている等の都道府県数は、保険料水準統一加速化プランの活用、保険者努力支援制度の指標見直し
等により、2023年度以降、大きく増加する見込み。こうした保険料水準統一に向けた取組の推進状況などを踏まえながら、国保の普通調整交付金について
は、所得調整機能の観点や、加入者の特性で調整した標準的な医療費を基準とする観点から、論点や改善点を整理しつつ、保険者努力支援制度の活
用と併せて、引き続き、地方団体等との議論を深める。

【薬価制度改革】
• 2021年度から毎年薬価改定を実施し、市場実勢価格を適切に反映。2024年度薬価改定において、国民皆保険の持続可能性とイノベーションの推進
を両立する観点から、新薬創出等加算や後発医薬品に関する薬価算定ルールの見直しを実施。また、医療保険財政の中で、イノベーションを推進するため、
後発医薬品の安定供給を図りつつ、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行った。その他、「イノベーションの推進」と「国民皆保険の持続性」が求めら
れる中、引き続き検討とされた薬剤自己負担の見直し項目である「薬剤定額一部負担」「薬剤の種類に応じた自己負担の設定」「市販品類似の医薬品の保
険給付の在り方の見直し」について、引き続き検討を行う。

【リフィル処方箋】
• 2022年度診療報酬改定においてリフィル処方箋制度を導入。さらに国民健康保険の保険者努力支援制度における2024年度指標として設定。第４期

医療費適正化計画の基本方針において、リフィル処方箋について必要な取組の検討・実施について記載。2024年度診療報酬改定において、推進のための
見直しを行った。

24

【薬価改定】【国民健康保険の法定外繰入額・実施市町村数】
改定率等

薬剤費ベース 医療費ベース

2019年度 ▲4.35％ ▲0.93％

2020年度 ▲4.38％ ▲0.99％
2021年度 ▲4,300億円
2022年度 ▲6.69% ▲1.35％

2023年度 ▲3,100億円

2024年度 ▲4.67％ ▲0.97％

※厚生労働省HP、内閣府HPに基づき作成 ※厚生労働省HPに基づき作成



医療介護のサービス改革・DX等の推進③

25

【後発医薬品の使用促進】

【地域医療構想】

【一人当たり医療費の地域差】

取組の進捗評価
【後発医薬品の使用促進】
• 普及啓発、第４期医療費適正化計画基本方針での記載、保険者

インセンティブなどにより推進。2023年３月時点で後発医薬品の使
用割合（全国平均）は80.89%を達成。

• 後発医薬品の使用促進による医療費の適正化を不断に進めていく
観点から、新たにバイオシミラー及び金額ベースの副次目標を設定。

【かかりつけ医機能】
• 2023年にかかりつけ医機能が発揮される制度整備のための法改
正を実施。かかりつけ医機能報告に位置づける機能や国民・患者へ
のわかりやすい情報提供のための情報提供項目の見直し等について、
新たに検討会を立ち上げた。2024年夏ごろまでの取りまとめに向けて
検討。

【一人当たり介護費の地域差】
• 介護給付費適正化計画等に基づく取組を推進。一人当たり介護費
の地域差については2016年度以降、縮減傾向が継続。

＜さらなる取組の検討が求められると考えられる事項＞
【地域医療構想】
• PDCAサイクルによる推進について都道府県の責務を明確化する告

示改正等を実施。地域医療構想調整会議は2023年９月末で
1076回開催と、目標を達成。病床機能報告の合計病床数は、
2022年度で119.9万床と、2025年の必要量に近付いている。
一方、医療機関の機能転換・再編等への地域の自治体・住民等の
理解の必要性や、新型コロナウイルス感染症対応の影響等があり、
構想区域別・機能別に必要量と差異が存在。

【一人当たり医療費の地域差半減】
• 国から都道府県に対して医療費適正化の取組のPDCA管理のため

の様式の提供、他県との比較分析も可能なデータセットを提供し、都
道府県におけるPDCA管理の支援を毎年実施。2021年度時点で
の年齢調整後の一人当たり医療費の地域差は0.070（目標：
2023年度時点で半減）であり、目標に達しない見込み。このため、
白内障手術や化学療法の外来での実施など、地域差半減に向け、
都道府県が取り組める目標・施策の具体的なメニューを提示。

（年度）

※厚生労働省HPより

※厚生労働省HPに基づき作成

※厚生労働省HPに基づき作成

（地域差の指標）
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社会保障

○地域差の指標
2014年度に年齢調整後一人当たり医療
費が全国平均より高い都道府県についての、
「地域差指数－１」の平均値。

※地域差指数とは、各都道府県の年齢調整後１人
当たり医療費を全国平均の１人当たり医療費で除した
ものである。



医療介護のサービス改革・DX等の推進④

今後の課題
これまで社会保障分野における改革工程の取組事項について、全世代型社会保障改革とも連携し、引き続き着実に推進するとともに、2025年までの地域医
療構想の更なる推進及び一人当たり医療費の地域差半減についてさらなる取組について検討を行うことに加え、2026年度以降の地域医療構想について病
院のみならずかかりつけ医機能や在宅医療、医療・介護連携等を含めた中長期課題の検討、第４期医療費適正化計画に基づく取組の推進、医療機能情
報提供制度の刷新やかかりつけ医機能報告の創設等かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた検討等についても、具体的な対応の検討が必要で
ある。
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27※厚生労働省HPより

社会保障



28
※内閣官房HPより

社会保障



■これまで、「歳出の目安」に基づき、新経済・財政再生計画改革工程表に盛り込まれた項目等により、5年間で国費ベース約0.8兆円の改革を実施。
■今後についても、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（令和５年12月22日閣議決定）の策定に当たり、経済・財
政一体改革推進委員会との連携を図り、これまでの一体改革工程表の内容を反映。「こども未来戦略」（令和５年12月22日閣議決定）に基づ
き、「改革工程」における医療・介護制度等の改革を実現することを中心に取り組み、2028年までに、公費節減効果について1.1兆円の確保を図る。

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
（予算案）

2025~2028年
（社会保障の改革工程）

・ 介護納付金の
総報酬割の拡大
（▲610億円）
・ 薬価改定等
（▲500億円）

等

・ 介護納付金の
総報酬割の拡大
（▲610億円）
・ 薬価改定等
（▲600億円）

等

・ 薬価改定
（▲1000億円）
・ 介護保険制度
改正（補足給付
の見直し：▲110
億円）

等

・ 薬価改定等
（▲1600億円）
・ 後期高齢者医
療の患者負担割
合見直し（▲300
億円）
・ 被用者保険の
適用拡大等
（▲300億円）
・ リフィル処方箋
の導入（▲100
億円）

等

・ 薬価改定
（▲700億円）
・ 後期高齢者医
療の患者負担割
合見直し（▲400
億円）

等

・ 薬価等改定等
▲1300億円）
・ 前期高齢者納
付金の報酬調整
（▲1300億円）
・ 被用者保険の
適用拡大
（▲100億円）
（診療報酬、介
護報酬、障害福
祉サービス等報酬
改定
＋900億円）

等

・ 勤労者皆保険の実現に向けた
取組
・ 医療DXによる効率化・質の向
上
・ 生成AI等を用いた医療データ
の利活用の促進
・ 医療提供体制改革の推進
・ 効率的で質の高いサービス提
供体制の構築
・ 介護保険制度改革（ケアマネ
ジメントに関する給付の在り方、軽
度者への生活援助サービス等に関
する給付の在り方）
・ 医療・介護保険における金融
所得の勘案
・ 医療・介護の3割負担（現役
並み所得）の適切な判断基準設
定
・ 介護保険制度改革（利用者
負担（2割負担）の範囲、多床
室の室料負担）
・ 高齢者の活躍促進や健康寿
命の延伸等

等

▲1300億円 ▲1300億円 ▲1300億円 ▲2200億円 ▲1500億円

歳出改革により社会保障関係費の実質的な伸びを高齢化による増加分におさめる方針を達成

▲1400億円 2028年度までの各年度の
予算編成過程において

検討・実施現在の新経済・財政再生計画５年間で国費ベース約0.8兆円の改革効果

社会保障分野におけるこれまでの歳出改革の成果

29※財務省、内閣官房HPに基づき作成

社会保障



給付と負担の見直し等①

取組の進捗評価
【介護納付金の総報酬割の拡大】
• 2017年に導入された介護納付金を被用者保険間では報酬額に比例して負担する仕組み（総報酬割）について、対象を順次拡大し、2020年に全

面施行。
【生活扶助基準の見直し、生活保護適用ルールの確実かつ適正な運用、制度の更なる適正化】
• 消費実態を踏まえ、2018年から３か年かけて段階的に生活扶助基準を見直し。また、2024年３月から、医療扶助のオンライン資格確認を開始した。

引き続き、生活保護受給者の国保及び後期高齢者医療制度への加入を含めた医療扶助の在り方の検討を深める。
【介護保険制度における補足給付の見直し】
• 2021年度において、介護保険制度における補足給付について、能力に応じた負担とする観点から、所得段階を保険料の所得段階と整合させるとともに、

支給要件となる預貯金等の基準を所得段階に応じた設定とする等の見直しを実施。
【後期高齢者医療の患者負担割合等の見直し】
• 2022年10月、75歳以上で一定以上の所得（課税所得が28万円以上かつ「年金収入＋その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以

上、複数世帯の場合合計320万円以上）がある者は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に引き上げ。また、2024年4月より、「後期高齢者一
人当たりの保険料」と「現役世代一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう後期高齢者負担率の見直しを実施。
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【介護納付金の総報酬割の拡大】 【後期高齢者医療の患者負担割合の見直し】
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給付と負担の見直し等②
取組の進捗評価
【前期高齢者納付金の報酬調整】
• 2023年5月、前期高齢者の給付費の調整において、現行の「加入者数に応じた調整」に加え、「報酬水準に応じた調整」を導入するよう法改正。
【外来受診時定額負担】
• 2022年10月以降、紹介状なしでの大病院受診時の負担額を2016年4月の導入時に設定した5000円から7000円に見直し。
【介護の多床室室料に関する給付の在り方】
• 一部の介護老人保健施設及び介護医療院の多床室の室料負担について、2024年度介護報酬改定で見直し。引き続き、在宅との負担の公平性、各施

設の機能や利用実態等を踏まえ、更なる見直しを含め必要な検討を実施。
【介護保険の１号保険料負担の在り方】
• 介護保険料の１号被保険者間での所得再分配機能を強化するため、標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準乗率の引

下げ等について、2023年12月の社会保障審議会介護保険部部会で見直しの成案を提示しており、2024年度から開始予定。

今後の課題
超高齢社会への備えを確かなものとするとともに、人口減少に対応していく観点から、特に、2025 年までに 75 歳以上の後期高齢者の割合が急激に高まる
ことや、2040 年頃に高齢者人口がピークを迎える一方、現役世代が急激に減少すること等を踏まえ、負担能力に応じて、全ての世代で、増加する医療・介
護にかかる費用について、公平に支え合うことができるよう、給付の在り方、給付と負担のバランスを含めた不断の見直しを図る必要がある。新経済・財政再
生計画改革工程表に検討とされた項目についても、経済・財政一体改革の観点から引き続き推進を図る。 31

【前期高齢者納付金の報酬調整】 【外来受診時定額負担】
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予防・健康づくり①

取組の進捗評価
【健康寿命延伸】
• 疾病予防・重症化予防、介護予防・フレイル対策、認知症予防等

の取組を推進。2019 年度（最新値）において、健康寿命は男
性 72.68歳 、75.38歳へと延伸しており、目標を達成する見込
み。※2016 年度（前回値）では男性 72.14歳、女性74.79
歳 （目標：2040年までに健康寿命を３年以上延伸、75歳以
上）

【生活習慣病等の予防】
• 2021年度において特定健診実施率は56.5%（目標：70%以

上、2023年度）、特定保健指導実施率は24.6％（目標：
45％以上、2023年度）、メタボリックシンドロームの該当者及び
予備軍の数は2008年度と比べて13.8％減少（目標：25%減
少、2023年度）であり、実施率自体は上昇しているものの、市町
村国保や国保組合の実施率が低いため、現時点で目標を達成す
ることは困難な見込み。更なる取組を推進するため、特定保健指
導におけるアウトカム評価の導入やＩＣＴ活用の推進等の制度の
見直しを行い、2024年度から開始。

【データヘルス】
• データヘルス計画の手引きの改定によるデータヘルス計画の標準化

に向けた取組みを実施。一方で、新型コロナ感染拡大の影響により
2020年以降は十分な取組ができなかったため、アウトカムベースで
のＫＰＩ設定をしたデータヘルス計画を策定する保険者の割合は
2022年度で88.0％（目標：100％、2024年度）であり、現
時点で目標を達成することは困難な見込み。第３期（2024～
2029年度）では、共通評価指標のデータ提供を健保組合に対し
て行うなどの取組を実施していく。
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【特定健診実施率】

【健康寿命の推移】

【特定保健指導実施率】

◆平均寿命

■健康寿命
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予防・健康づくり②

取組の進捗評価
【保険者における予防・健康づくり等のインセンティブ】
• 2018年度から保険者努力支援制度の本格実施、後期高齢者支
援金の加算・減算制度における予防健康づくりの取組を評価する
仕組みへの見直しなど実施。一方で、新型コロナウイルス感染拡大
の影響により2020年以降は十分な取組ができなかったため、加入者
や企業への予防・健康づくりや健康保険の大切さについて学ぶ場の
提供等に取り組む保険者の数は2022年度で358保険者（目
標：2,000保険者以上、2025年度）、アウトカム指標を用いて事
業評価を実施している自治体数は2022年度で1608（目標：増
加）であり、目標を達成することは困難な見込み。各種インセンティ
ブ制度の見直しを引き続き行っていく。

【健康経営の促進】
• 健康スコアリングレポートの見方や活用方法等を示した実践的なガイ

ドラインの活用等により、企業が保険者との連携を通じて健康経営
を促進し、予防・健康づくりの推進における先進・優良事例を全国
展開。保険者とともに健康経営に取り組む企業数は2022年度で
23万1,361社であり、目標を達成（目標：10万社以上、2025
年度）。

今後の課題
いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となり、高齢者人口がピークを迎える一方、現役世代が急激に減少する2040年頃においても、社会の活力を維持、向
上しつつ、「全世代型社会保障」を実現していくためには、高齢者をはじめとする意欲のある方々が社会で役割を持って活躍できるよう、多様な就労・社会
参加ができる環境整備を進めることが必要であり、その前提として、予防・健康づくりを強化して、健康寿命の延伸を図ることが求められる。また、他の政府
目標との整合性の観点から比較的挑戦的な設定を行ったこと等から達成に至っていないKPIもある。今後、健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進、
地域・保険者間の格差の解消等が必要である。
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【保険者インセンティブの取組実績】

【保険者とともに健康経営に取り組む企業数】

(計測無し)
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293 344 358 

1,329 
1,429 1,612 

1,608 

2019年 20年 21年 22年

予防・健康づくり等を学ぶ場の提供等に取り組む保険者の数

アウトカム指標を用いて事業評価を実施している自治体数

129,040 

231,361 

2021年 22年
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